
 

埼玉県新河岸川産業廃棄物処理推進委員会技術検討委員会運営要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、埼玉県新河岸川産業廃棄物処理推進委員会（以下、推進委員会とい

う）設置要綱第８条第２項の規定に基づき、技術検討委員会の構成及び運営について、必

要な事項を定めるものとする。 

 

（技術検討委員会の構成） 

第２条 技術検討委員会は別表に掲げる者をもって構成する。 

２ 委員の任期は本要領の施行の日から２年とする。ただし、再任は妨げない。 

３ 技術検討委員会には座長をおく。座長は委員の互選により選出する。 

４ 座長は技術検討委員会及び構成員を改廃する必要があると判断したときは、推進委員

会に諮ってこれを行うことができる。 

 

（オブザーバー） 

第３条 技術検討委員会は必要に応じて委員以外の者からの意見を求めることができる。 

 

（会議） 

第４条 技術検討委員会は必要に応じて座長が招集する。 

２ 会議は、原則として公開で行うものとする。ただし、出席委員の３分の２以上の議決

により非公開とすることができる。 

３ 会議の内容はホームページ等により公表するものとする。 

 

（所掌業務） 

第５条 技術検討委員会は、推進委員会の所掌業務を円滑に行うため、次の事項について

調査検討し、その結果を推進委員会へ報告するものとする。 

（１） 新河岸川産業廃棄物の迅速かつ適切な処理・処分に関する専門・技術的事項 

（２） その他必要な事項 

 

（庶務） 

第６条 技術検討委員会の庶務は、埼玉県朝霞県土整備事務所が行う。 

 

（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、検討委員会の構成及び運営に関し必要な事項は、

座長が別に定める。 

 

資料-２ 



 

 

 付則 

この要領は、平成２１年６月１７日から施行する。 

 付則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 
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